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雇用保険関係の届出・申請を行う皆様へ

雇用保険適用・給付関係に係る届出への押印は

原則不要です。

来所による届出・申請は、16時までのご提出をお願いいたします。
令和２年12月25日付けの法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は、主な

雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが、一部の申請・届出では押印
欄が存続していました。
今般、令和５年10月１日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲を
さらに広げ、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認
印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。
なお、一部、確認書類（社員証、委任状等）の提示が必要な手続きがあります。詳細
は、以下をご覧ください。

○雇用保険適用事業所情報提供請求書

適用事業所の所在地等事業所の基本的な情報の確認や月別の被保険者数の推移、取得中の

被保険者の氏名・取得年月日等（安定所における処理日時点）の確認が可能です。

○雇用保険関係各種届出書等再作成・再交付申請書

資格取得等確認通知書等、安定所が交付した書類の再交付が可能です。

※上記手続きについては、個人情報保護の観点から、事業主（当該事業所の従業員を含む）又は事業主

から委任を受けた代理人であることを確認する書類の提示が必要です。

※上記手続き書類は、大阪労働局のホームページからダウンロード可能です。

※確認書類（社員証、委任状等）の提示を求めるもの

「２４時間・３６５日申請可能」で「個人情報の持ち運び不要」となる

電子申請 のご利用をご検討ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/koyou_hoken/yosiki4.html
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